
入札・契約制度の改正について 

 

平成２７年４月１日から 

 

 

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現することを目的に「公共工事の品質確保

の促進に関する法律」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「建

設業法」が改正されたことに伴い、瀬戸市においても下記のとおり入札・契約制度等の改

正を行いますので、お知らせします。 

 

 

１ 工事費内訳書提出の金額要件を廃止します。 

 ・≪改正前≫ 

 予定価格が 500 万円を超える建設工事・コンサル等委託業務につき、工事費内訳書

の提出を求めていました。 

 

予定価格 工事費内訳書の提出 

500 万円を超える

もの 
すべての入札 

500 万円を超えな

いもの 
市長が指定した入札 

 

 

 

 

 ・≪改正後≫ 

 工事については、予定価格の金額にかかわらず全ての工事に内訳書の提出を求める

こととします。 

 コンサル等業務委託については、従前どおり予定価格が 500 万円を超えるものにつ

いてのみ内訳書の提出を求めることとします。 

 

予定価格 

工事費内訳書の提出 

建設工事 コンサル等の業務委託 

500 万円を超える

もの 
すべての入札 

すべての入札 

500 万円を超えな

いもの 
市長が指定した入札 

 

 



２ 最低制限価格の対象を一般競争だけでなく、指名競争入札の工事

にも拡大します。 

 ・≪改正前≫ 

予定価格が１，０００万円以上の一般競争入札に付す工事 

 

 

 

 ・≪改正後≫ 

予定価格が１，０００万円以上の工事 

 

 

 

３ 社会保険等未加入事業者（適用除外となる方は除きます。）と工

事請負契約ができなくなります。 

 公平で健全な競争環境を構築する観点から、平成２７年度以降は社会保険等未加入

事業者（適用除外となる方は除きます。）との工事請負契約は行うことができません。   

 このため、瀬戸市発注工事の入札参加資格要件として下記の内容を追加します。 

 

◎以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出義務がない者を除く。）

でないこと。 

・ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務 

・ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務 

・ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

 

 

 

４ 施工体制台帳提出義務の金額要件を廃止します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ・≪改正前≫ 

 工事下請負契約金額が３，０００万円（建築は４，５００万円）以上の場合に施工

体制台帳の提出を求めておりました。 

 

 

 

 ・≪改正後≫ 

 改正法に基づき、工事下請負契約金額にかかわらず、施工体制台帳の提出を求める

こととします。 

 

 

 



５ 総合評価落札方式競争入札の本施行を実施します。 

 これまで総合評価落札方式の競争入札を試行として行ってまいりましたが、発注体

制が整ったため、本施行を行います。 

 

 

 

６ 工事等成績評定結果の公表を行います。 

 ・≪改正前≫ 

 工事等の成績評定結果は事業者に対して通知のみ行っておりました。 

 

 

 

 ・≪改正後≫ 

 工事等の成績評定結果は事業者に対して通知し、さらに公表を行います。 

 

 

 

７ デジタル写真管理試行基準の本施行 

 ・≪改正前≫ 

 工事写真を電子媒体で提出する場合、請負金額２千万円以上の工事を対象に試

行を行ってきました。 

 

 

 

 ・≪改正後≫ 

 本施行を行います。本施行を行うにあたり、対象を請負金額５百万円以上の工

事とし、提出電子記録媒体としてＤＶＤ－Ｒで提出することも可とします。 


